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2020年 12月 22日 

各  位 

会 社 名 株式会社ストリームメディアコーポレーション 

代表者名 代 表 取 締 役 社 長 崔  官 鎔 

 （コード番号：4772  JASDAQ グロース） 

問合せ先 経営企画本部ＩＲ部部長 豊 田 実 

 TEL:03-6809-6118 

 

 

第三者割当による行使価額修正条項付第 14回～第 16回新株予約権の発行及び 

新株予約権買取契約（第 15回及び第 16回新株予約権についてはターゲット・イシュー・プログ

ラム「TIP」）の締結に関するお知らせ 

 

当社は、2020年 12月 22日開催の取締役会において、行使価額修正条項付第 14回～第 16回新株予約

権（以下個別に又は総称して「本新株予約権」といいます。）の発行、及び金融商品取引法による届出の

効力発生を条件として、割当予定先との間で新株予約権買取契約（第 15回及び第 16回新株予約権につ

いてはターゲット・イシュー・プログラム「TIP」※）を締結することを決議いたしましたので、下記の

とおりお知らせいたします。 

 

１．募集の概要 

（１） 割当日 2021年１月７日 

（２） 発行新株予約権数 179,000 個 

第 14回新株予約権 140,000個 

第 15回新株予約権 30,000個 

第 16回新株予約権 9,000個 

（３） 発行価額 総額 14,051,000 円（第 14 新株予約権１個当たり 91 円、第 15 回

新株予約権１個当たり 35円、第 16回新株予約権１個当たり 29円 

（４） 当該発行による 

潜在株式数 

17,900,000株（新株予約権１個につき 100株） 

第14回新株予約権 14,000,000株 

第15回新株予約権 3,000,000株 

第16回新株予約権 900,000株 

下限行使価額（下記「（６）行使価額及び行使価額の修正条項」

において定義します。）は207円（但し、本新株予約権の発行要項

第11項の規定による調整を受けます。）ですが、下限行使価額に

おいても、潜在株式数は17,900,000株です。 

（５） 調達資金の額 7,195,051,000円（差引手取概算額）（注） 

（６） 行使価額及び行使価額

の修正条項 

当初行使価額は、第 14回が 297円、第 15回新株予約権が 650

円、第 16回新株予約権が 1,200 円です。 

第 14回新株予約権の行使価額は発行日の翌日以降、各修正日の

前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終

値（同日に終値がない場合には、その直前の終値）の 90％に相当

する金額（円位未満小数第３位まで算出し、小数第３位の端数を

切り上げた金額）に修正されます。 

第 15回及び第 16回新株予約権の行使価額は、当初固定とし、当

社取締役会の決議により行使価額の修正を決定することができ、

かかる決定がなされた場合、行使価額は本新株予約権の発行要項

に基づき修正されることになります。当該決議をした場合、当社

は直ちにその旨を本新株予約権に係る本新株予約権者（以下「本
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新株予約権者」といいます。）に通知するものとし、通知が行わ

れた日の 10取引日目の日（又は当社と本新株予約権者が合意す

るそれより短い日）以降、本新株予約権の発行要項第 12項に定

める期間の満了日まで、行使価額は、各修正日の前取引日の東京

証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（同日に終値

がない場合には、その直前の終値）の 90％に相当する金額（円位

未満小数第３位まで算出し、小数第３位の端数を切り上げた金

額）に修正されます。 

上記の計算による修正後の行使価額が 207円を下回ることとなる

場合（以下、これらの金額を個別に又は総称して「下限行使価

額」といいます。）、行使価額は下限行使価額とします。「取引

日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいい

ます。但し、東京証券取引所において当社普通株式に関して何ら

かの種類の取引停止処分又は取引制限があった場合（一時的な取

引制限を含みます。）には、当該日は「取引日」にあたらないも

のとします。 

また、本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の発行要項に従

って調整されることがあります。 

（７） 募集又は割当方法 

（割当予定先） 

マッコーリー・バンク・リミテッド（以下「割当予定先」といいま

す。）に対して、第三者割当の方法によって行います。 

（８） 新株予約権の行使期間 2021年１月８日から 2024 年１月５日までとする。 

（９） その他 

1) 上記各号については、金融商品取引法に基づく有価証券届出

書の効力が発生することを条件とします。 

2) 当社は、割当予定先との間で、本新株予約権に関する金融商

品取引法に基づく届出の効力発生後に、本新株予約権に係る

買取契約（以下「本買取契約」といいます。）を締結する予定

です。 

（注）本新株予約権に係る調達資金の額は、本新株予約権の発行価額の総額に、当初行使価額に基づき

全ての本新株予約権が行使されたと仮定して算出した本新株予約権の行使に際して出資される

財産の価額の総額を合算した額から、本新株予約権の発行に係る諸費用の概算額（7,000,000 円）

を差し引いた金額です。行使価額が修正又は調整された場合には、当該調達資金の額は変動いた

します。また、本新株予約権の行使期間内に全部若しくは一部の本新株予約権の行使が行われな

い場合又は当社が取得した本新株予約権を消却した場合に、当該調達資金の額は減少します。 

※ ターゲット・イシュー・プログラム「TIP」 

第 15回及び 16回新株予約権については、ターゲット・イシュー・プログラム「TIP」を採用して

おります。この手法は、当社が新株式の発行に際して希望する目標株価（ターゲット価格）を定

め、これを行使価額として設定した新株予約権です。これは、将来の株価上昇を見越し、異なる

行使価額によって、段階的に新株式を発行（ターゲット・イシュー）できることを期待して設定

したものです。行使価額は原則としてターゲット価格に固定されますが、行使期間中に株価が固

定行使価額を大幅に上回って上昇した場合のために、当社は行使価額修正に関する選択権を保有

しております。株価が固定行使価額を下回って推移した場合においても、当社の資金需要に応じ

て行使価額修正選択権を行使する可能性がございますが、下限行使価額は 207円（本新株予約権

の発行に係る取締役会決議の前営業日（2020年 12月 21日）における当社普通株式の終値の 70%）

と定められており、行使価額の下方修正には歯止めが掛かる仕組みとなっております。また行使

停止条項により、当社株価動向等を勘案して、当社が割当予定先による本新株予約権の行使を希

望しない場合には、停止指定期間を指定することができます。 

 

２．募集の目的及び理由 

（１） 資金調達の主な目的 
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当社は、アジアを舞台とした総合エンターテインメント企業として、韓国ドラマをはじめとしたア

ジアの人気コンテンツを中心に放送する「KNTV」等、自社チャンネルの運営、アーティストのマネジ

メント、イベント企画・運営、ファンクラブ・モバイルサイト運営、関連グッズの企画・自社 e-コマ

ースサイトでの販売を中心とした物販、ドラマ版権の放映権・配信権、DVD 等商品化権の事業を主た

る事業として取り組んでまいりました。2018 年には、世界的 K-POPブームの火付け役である東方神起

や BoA 等、多数の人気アーティストが所属する SM ENTERTAINMENT CO., Ltd.（所在地：  423, 

Apgujeong-ro, Gangnam-gu, Seoul, Korea   、代表者：Lee Sung Su, Tak Young Jun。以下「エス

エム・エンタテインメント」といい、エスエム・エンタテインメント並びにその子会社及び関連会社

を「エスエム・エンタテインメント・グループ」といいます。）のグループ傘下として強固な基盤を構

築してまいりました。さらに直近では、2020 年８月１日付で行ったエスエム・エンタテインメント・

グループ所属アーティストの日本でのマネジメントを担う株式会社 SMEJ（所在地：東京都港区六本木

三丁目２番１号住友不動産六本木グランドタワー21階、代表者：南昭英。以下、「SMEJ」といいます。）

との吸収合併及び同合併に伴う株式会社 Beyond Live Corporation（所在地：   東京都港区六本木三

丁目２番１号住友不動産六本木グランドタワー21階  、代表者：金英敏。以下、「BLC」といいます。）

の子会社化を機に、アーティスト及びコンテンツラインナップの拡充を図るとともに、プラットフォ

ームの拡大を加速させております。 

こうした状況の中、当社の 2020 年 12月期第３四半期連結累計期間の売上高は 3,211百万円、営業

損失 555百万円、経常損失 544百万円、親会社株主に帰属する四半期純損失 555百万円となっており

ます。これは新型コロナウイルス感染症拡大により当社の主要事業の一つであるコンサートやツアー

の開催、それに伴うグッズ販売がなかったことや、放送事業において有料放送業界が縮小傾向にある

中、専用チューナーなしで視聴可能な CS110 度で KNTV 801 のサービスをスタートしたことによる初

期費用、また合併による費用が嵩んだこと等、主に一時的な要因や今後の当社の成長に必要な投資に

よるものであります。これらの要因につきましては、引き続き新型コロナウイルス感染症の拡大状況

や政府のガイドラインを注視し安全なイベント開催方法も模索するとともに、CS110 度への進出によ

る加入世帯の拡大と合併によるシナジーの最大限の発揮に努めてまいります。 

一方で、当社を取り巻く現在の事業環境として、5Gの普及等、インターネット環境の急速な変化の

中でメディアチャンネルは多様化しつつあります。とりわけインターネットを通じたオンラインによ

るコンテンツ配信サービスの急速な発展により、既存のテレビからスマートフォンや PC、タブレット

を通した視聴へと人々の視聴スタイルは変化しており、さらに昨今の新型コロナウイルス感染症拡大

に伴う巣籠もり需要の影響から、このような変化は更に加速化しているように見受けられます。 

当社は、これらの環境変化を更なる成長機会と捉え、新たなプラットフォームの開拓を通じたより

幅広い顧客層の獲得を目指しております。引き続き当社の主力事業である放送事業において『KNTV』

を中心に既存のプラットフォームの競争優位性の向上に努めることで収益基盤をより強固にすると

ともに、昨今拡大が加速化しているオンライン配信市場の積極的な開拓により新たな成長ドライバー

の創出を目指します。当社は、このような成長戦略を推進するため、①オンライン配信事業への投資

により、一層の需要の高まりが予測されるオンライン動画配信サービスを中心に時代の変化に応じた

新たなサービスの開発を図るとともに、②コンテンツ購入及び制作費用への投資により、差別化可能

なリッチコンテンツの拡充を通して既存及び新規プラットフォームの更に魅力的な運営を目指して

まいります。また、コンテンツ及びプラットフォーム分野については、需要の高まりと市場の拡大が

加速度的に進行していることから、これに対応するための成長手段として、③M&A 及び資本・業務提

携等の活用も積極的に検討してまいります。具体的な対象先としては、当社のバリューチェーンに該

当する事業領域におけるプロフェッショナル人材及び関連技術やノウハウ、コンテンツを有する企業、

特にデジタル及び IT 関連企業を考えております。 

また当社は、10 月 28日付で公表いたしました NAVER Corporation（以下「NAVER」といいます。）を

割当先とする第三者割当増資（以下「前回資金調達」といいます。）により、オンラインプラットフォ

ーム事業への経営資源投入を本格化させるとともに、インターネット分野での優れた技術力とプラッ

トフォームとしての強固な基盤をもつ NAVERを株主として迎え関係強化を図ることにより、プラット

フォーム拡大に向けた基盤作りに着手しております。 

第 15回及び第 16回新株予約権における当初行使価額は、後記「３．調達する資金の額、使途及び
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支出予定時期（２)調達する資金の具体的な使途」に記載される各資金使途に充てるため、第 15回新

株予約権は 650円、第 16回新株予約権は 1200円に設定しており、当初行使価額で予定どおり全て行

使されれば、第 15回新株予約権については 19.5億円、第 16回新株予約権については 10.8億円の払

込金額となります。 

なお、前回資金調達により調達した資金の使途としては、①「Beyond LIVE」を含む新規事業への投

資（技術開発・運用維持保守に 700百万円、運営・管理費に 700百万円、マーケティングに 322百万

円）、②既存事業の強化（ライツ及びコンテンツ購入費用、宣伝費用等）に 322百万円、③事業拡大に

伴う人材の確保・育成に 698百万円を挙げており、特に①②に関しましては、今回の資金使途と同様

の分野に対する初期費用をすでに前回資金調達を通して調達しているかたちとなりますが、当社が前

述の成長戦略を推進するためには、より大規模な投資が必要と考えていることから、今回更なる資金

調達を決定いたしました。 

 
（２） 資金調達方法の概要及び選択理由 

本新株予約権の発行（以下「本資金調達」といいます。）は、当社が割当予定先に対し本新株予約権

を割り当てることにより、割当予定先による本新株予約権の行使に伴う段階的な資金調達による資本

の拡充を目的とするものです。 

様々な資金調達手法の中から資金調達手法を選択するにあたり、当社は、当社の資金需要に応じた

資金調達を図ることが可能な手法であるかどうかを主軸に検討を行い、以下に記載した「＜本資金調

達方法のデメリット＞」及び「＜他の資金調達方法との比較＞」を踏まえ、本新株予約権の発行によ

る資金調達が、当社のニーズを充足し得る現時点における最良の選択であると判断いたしました。 

＜本資金調達方法のメリット＞ 

① 対象株式数の固定 

本新株予約権の対象株式数は、発行当初から本新株予約権の発行要項に示される17,900,000

株で固定されており、将来的な市場株価の変動によって潜在株式数が変動することはありま

せん。なお、株式分割等の一定の事由が生じた場合には、本新株予約権の発行要項に従って

調整されることがあります。 

② 固定行使価額（ターゲット株価）による調達 

株価の上昇局面において効率的かつ有利な資金調達を実現するため、第15回及び第16回新株

予約権に関しては、予め将来の株価上昇を見込んだ行使価額を設定しております。なお、当

社取締役会により行使価額修正選択権の行使を決議した場合には、以降本新株予約権の行使

価額は株価に連動し修正されることとなります。これにより、当初の目標価額であった行使

価額を上回って株価が上昇した場合に資本調達額を増額することができます。行使価額は、

上記「１．募集の概要（６）行使価額及び行使価額の修正条項」に記載のとおり修正され、

下方にも修正される可能性がありますが、下限行使価額は207円（本新株予約権の発行に係る

取締役会決議の前営業日（2020年12月21日）における当社普通株式の終値の70%）と定められ

ており、行使価額の下方修正には歯止めが掛かる仕組みとなっております。なお、行使価額

修正選択権の行使を決議した場合には、適時適切に開示いたします。 

③ 取得条項 

本新株予約権について、当社取締役会の決議又は当社代表取締役の決定に基づき、本新株予

約権の払込期日の翌日以降いつでも、15取引日前までに本新株予約権者に通知することによ

って残存する本新株予約権の全部又は一部を本新株予約権の発行価額相当額で取得すること

ができる設計となっております。これにより、将来的に当社の資金ニーズが後退した場合や

資本政策方針が変更になった場合など、本新株予約権を取得することにより、希薄化を防止

できる他、資本政策の柔軟性が確保できます。 

④ 不行使期間 

本新株予約権について、本買取契約において、当社は、本新株予約権の行使期間中、割当予

定先が本新株予約権を行使することができない期間（以下、「不行使期間」といいます。）を

何度でも定めることができます。１回の不行使期間は10連続取引日以下とし、当社は割当予

定先に対し、当該期間の初日から遡って５取引日前までに書面により不行使期間の通知する
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ことにより、不行使期間を設定することができます。なお、当社が割当予定先に通知を行っ

た場合には、適時適切に開示いたします。これにより、継続的な当社の株価の上昇が見込ま

れる場合において当社が不行使期間を設定することや当社の判断で株価への影響を抑えるこ

とが可能となります。但し、不行使期間は、上記③の取得条項に基づく本新株予約権の取得

に係る通知がなされた後取得日までの期間は設定することはできず、かつ、かかる通知の時

点で指定されていた不行使期間は、かかる通知がなされた時点で早期に終了します。なお、

当社は、割当予定先に対して通知することにより、不行使期間を短縮することができます。

当社が割当予定先に対して不行使期間を短縮する通知を行った場合には、適時適切に開示い

たします。 

⑤ 譲渡制限 

本新株予約権は、割当予定先に対する第三者割当の方法により発行されるものであり、かつ本

買取契約において譲渡制限が付される予定であり、当社取締役会の承認がない限り、割当予定

先から第三者へは譲渡されません。 

 

＜本資金調達方法のデメリット＞ 

① 株価下落・低迷時に行使が進まない可能性 

本新株予約権には下限行使価額が設定されているため、株価水準によっては本新株予約権の

行使がなされない可能性があります。また、第15回新株予約権及び第16回新株予約権につい

ては当初行使価額（第15回は650円（本新株予約権の発行に係る取締役会決議の前営業日

（2020年12月21日）における当社普通株式の終値の218.86%）、第16回は1,200円（本新株予約

権の発行に係る取締役会決議の前営業日（2020年12月21日）における当社普通株式の終値の

404.04%））は、当社の希望により、いずれも現時点の当社株価よりも高く設定されており、

上記＜本資金調達方法のメリット＞②に記載の第15回及び第16回新株予約権における行使価

額の修正により行使価額が当初行使価額を下回る額とならない限り、当社株価が当初行使価

額を超えて初めて権利行使請求が行われる可能性が生じます。そのため、当初行使価額によ

る行使が行われない場合には、当初想定される資金調達額に達しない可能性があります。 

② 資金調達額の減少 

第14回新株予約権については行使価額修正条項が付されていることから、株価の下落局面で

はその行使価額も下方に修正されるため、下方修正後に行使が行われた場合、資金調達額が

予定額を下回る可能性があります。また、第15回及び第16回新株予約権については行使価額

修正選択権が付されていることから、当社が当該選択権を行使した場合、第14回新株予約権

と同様、資金調達額が予定額を下回る可能性があります。但し、いずれも行使価額は下限行

使価額を下回ることはありません。 

③ 不特定多数の新投資家へのアクセスの限界 

第三者割当方式という当社と割当予定先のみの契約であるため、不特定多数の新投資家から

資金調達を募るという点において限界があります。 

④ 割当予定先が当社普通株式を市場売却することにより当社株価が下落する可能性 

割当予定先の当社普通株式に対する保有方針は短期保有目的であることから、割当予定先が

本新株予約権を行使して取得した株式を市場売却することを前提としており、現在の当社普

通株式の流動性に鑑みると、割当予定先による当社普通株式の売却により当社株価が下落す

る可能性があります。 

⑥ 買取請求 

本買取契約には、割当予定先は、一定の条件を満たした場合、それ以後いつでも、割当予定

先の裁量で当社に対して書面で通知することにより、本新株予約権の全部又は一部を買い取

ることを請求することができる旨が定められる予定です。一定の条件とは、以下の事由のい

ずれかが存在する場合をいいます。 

(i) 東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の20連続取引日間の出来高加重平均価

格が2020年12月21日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の25％

(74.25円)(但し、本新株予約権の発行要項第11項の規定により行使価額が調整される場
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合には、当該行使価額の調整に応じて適宜に調整されるものとします。)を下回った場

合 

(ⅱ) 東京証券取引所における当社普通株式の取引が５連続取引日以上の期間にわたって停止

された場合 

当社は、当該買取請求に係る書面が到達した日の翌取引日から起算して15取引日目の日（但

し、本新株予約権の行使期間の満了日が先に到来する場合は、当該満了日）において、本新

株予約権１個当たり本新株予約権に係る発行価額と同額の金銭と引換えに、当該買取請求に

係る本新株予約権の全部を買い取ります。 

また、当社は、本新株予約権の発行要項第12項の本新株予約権を行使することができる期間

の末日（休業日である場合には、その直前営業日とします。）に、本新株予約権１個当たり発

行価額と同額で、本新株予約権者（当社を除きます｡）の保有する本新株予約権の全部を取得

します。 

割当予定先が当社に対して本新株予約権の買取請求を行った場合又は本新株予約権が行使さ

れずに行使可能期間の末日が到来した場合には、本新株予約権の行使による資金調達が行わ

れないことにより、資金調達額が当社の想定額を下回る可能性があり、また、本新株予約権

の払込金額と同額の金銭の支払いが必要になることにより、本新株予約権による最終的な資

金調達額が減少する場合があります。 

 

＜他の資金調達方法との比較＞ 

当社が本資金調達を選択するに際して検討した他の資金調達方法は以下のとおりです。 

① 公募増資 

株式の公募増資は、資金調達が当初から実現するものの、同時に１株当たり利益の希薄化を

一度に引き起こすため、株価に対する直接的な影響がより大きいと考え、今回の資金調達方

法としては適切でないと判断しました。 

② 株主割当増資 

株主割当増資では、既存株主持分の希薄化は払拭されますが、調達額が割当先である既存株

主参加率に左右されることから、当社の資金需要の額に応じた資金調達が困難であるため、

今回の資金調達方法としては適切でないと判断いたしました。 

③ 新株発行による第三者割当増資 

第三者割当による新株発行は、即時の資金調達の有効な手法となり得ますが、公募増資と同

様、発行と同時に１株当たり利益の希薄化を一度に引き起こすため、株価に対する直接的な

影響が大きいと考え、今回の資金調達手法としては適切でないと判断いたしました。 

④ MSCB 

株価に連動して行使価額が修正される転換社債型新株予約権付社債（いわゆるMSCB）の発行

条件及び行使条件は多様化していますが、一般的には、転換により交付される株数が転換価

額に応じて決定されるという構造上、転換の完了までに転換により交付される株式総数が確

定せず、転換価額の下方修正がなされた場合には潜在株式数が増加するため、株価に対する

直接的な影響が大きいと考えられることから今回の資金調達方法としては適切でないと判断

いたしました。 

⑤ 新株予約権無償割当による増資（ライツ・オファリング） 

いわゆるライツ・オファリングには、金融商品取引業者と元引受契約を締結するコミットメ

ント型ライツ・オファリングと、そのような契約を締結せず、新株予約権の行使が株主の決

定に委ねられるノンコミットメント型ライツ・オファリングがありますが、コミットメント

型ライツ・オファリングについては、引受手数料等のコストが増大することが予想され、今

回の資金調達方法として適当ではないと判断いたしました。また、ノンコミットメント型ラ

イツ・オファリングについては、上記②の株主割当増資と同様に、調達額が割当先である既

存株主又は市場で新株予約権を取得した者による新株予約権の行使率に左右されることか

ら、ライツ・オファリングにおける一般的な行使価額のディスカウント率を前提とすると当

社の資金需要の額に応じた資金調達が困難であるため、今回の資金調達手法としては適切で
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ないと判断いたしました。 

⑥ 外部借入れによる資金調達 

低金利環境が継続する中、負債調達における調達環境は良好であり、借入れによる調達も検

討対象となり得ます。しかしながら、資金使途及び今後の事業戦略推進において機動性の高

い有利子負債調達余力を残す観点から、資本性調達が最適であり、外部借入れによる資金調

達は今回の資金調達方法としては適切でないと判断いたしました。 
 

３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期 

（１) 調達する資金の額 

払込金額の総額 7,202百万円 

発行諸費用の概算額 7百万円 

差引手取概算額 7,195百万円 

（注）１．払込金額の総額は、本新株予約権の払込金額の総額（14百万円）に本新株予約権の行使に際

して払い込むべき金額の合計額（7,188 百万円）を合算した金額です。上記差引手取概算額

は、上記払込金額の総額から、発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。 

２．発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。 

３．発行諸費用の概算額は、主に、新株予約権算定評価報酬費用、株式事務手数料・変更登記費

用等、弁護士費用等の合計額であります。 

４．本新株予約権の行使価額が修正又は調整された場合には、払込金額の総額及び差引手取概算

額は増加又は減少します。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当

社が本新株予約権を消却した場合には、上記差引手取概算額は減少します。 

 

（２) 調達する資金の具体的な使途 

上記差引手取概算額 7,195百万円につきましては、『Beyond LIVE』を含む新規事業への投資、コン

テンツ購入及び制作費用、M&A 及び資本・業務提携に係る費用に充当する予定です。なお、本資金調

達におきましては、即時に資金調達が達せられるものではなく、調達に一定の時間を要することが想

定されることから、初期的な費用としては前回資金調達による調達資金を充てることを念頭に、下表

の支出予定時期を設定しております。 

具体的な使途及び支出予定時期は以下のとおりです。 

具体的な使途 金額（百万円） 支出予定時期 

① オンライン配信事

業への投資 

マーケティング 1,500 

2021年７月～2024年６月 
技術開発・ 

運用維持保守 
500 

運営・管理費 500 

② コンテンツ購入及び制作費用 1,700 2021年７月～2024年６月 

③ M&A 及び資本・業務提携に係る費用 2,995 2021年７月～2024年６月 

合計 7,195 - 

（注）１．支出予定時期までの資金管理については、当社預金口座で適切に管理する予定であります。 

２．本新株予約権の行使の有無は本新株予約権者の判断に依存するため、本新株予約権の行使期

間中に行使が行われず、本新株予約権の行使による資金調達ができない場合があります。本

新株予約権の行使価額が修正又は調整された場合には、払込金額の総額及び差引手取概算額

は増加又は減少します。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社

が本新株予約権を消却した場合には、上記差引手取概算額は減少します。なお、下限行使価

額は 207 円（本新株予約権の発行に係る取締役会決議の前営業日（2020年 12月 21日）にお

ける当社普通株式の終値の 70%）であるため、下限行使価額に基づき、発行する本新株予約

権が全て行使され 17,900,000 株が交付された場合の払込金額の総額は 3,719 百万円です。

払込金額の総額及び差引手取概算額について増加又は減少した場合には、①から順に優先的

に充当した上で、自己資金の充当、借入れ等の方法により対応する予定です。 
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① オンライン配信事業への投資 

当社は、韓国を中心としたアジアの人気コンテンツを日本国内に向けて発信するメディアコ

ンテンツ企業として事業を展開してまいりました。最近では、SMEJとの吸収合併を通して、

当社が所属する韓国最大手のアーティストホルダーであるエスエム・エンタテインメント・

グループ各社との連携をより強めることにより、グループの豊富なIPとコンテンツを活用

し、韓流専門チャンネル「KNTV」をはじめ、当社が日本国内において長年に亘り構築してき

たメディアプラットフォームのより効率的で魅力的な展開を行うことを目指しております。 

当社を取り巻く現在の事業環境として、情報通信技術の急激な発展の中でメディアチャンネ

ルは多様化しつつあります。とりわけインターネットによるコンテンツ配信サービスの急速

な普及により、既存のテレビからスマートフォンやPC、タブレットを通した視聴へと人々の

視聴スタイルは変化しており、さらに昨今の新型コロナウイルス感染症拡大に伴う巣籠もり

需要の影響から、このような変化は更に加速化しているように見受けられます。メディアコ

ンテンツ企業である当社としましても、こうした時代の変化に対応すべく、新たなプラット

フォームの創出を模索しております。 

そのような中で、新たにオンライン配信事業としてサービスを開始したオンライン専用公演

『Beyond LIVE』は、オフラインの大型イベントの開催が難しい現状において、アーティスト

と世界のファンを繋ぐ新たなエンターテインメントとして大きな注目を浴びております。

『Beyond LIVE』では、エスエム・エンタテインメント・グループ所属アーティストやJYPエ

ンターテインメント所属の人気ガールズグループTWICEをはじめとした人気K-POPアーティス

トの公演を開催しただけでなく、アジア各国のトップアーティストが出演するa-nationの配

信を行い、世界各国のファンが視聴する等、国内のみならず世界から注目されるオンライン

公演ブランドとして確かな地位を築きつつあります。今後も『Beyond LIVE』は、持続的な技

術開発により、更にレベルの高い演出やシステムの提供を目指すのはもちろん、グローバル

公演ブランドとして更なるブランド力向上に向けたマーケティングを積極的に行っていく予

定です。 

 

前回資金調達では、『Beyond LIVE』を含む新規事業への投資のうち、マーケティングに322百

万円の充当を予定し、『Beyond LIVE』のブランディングや、その他新規事業の創出に向けた

需要動向の把握を行う旨公表しておりますが、今後は音楽コンテンツのみならず、韓流専門

チャンネル『KNTV』をはじめとした自社チャンネルにおいて、長年にわたりドラマやバラエ

ティ等の番組コンテンツを扱ってきた当社ならではのオンライン動画配信サービスや、チャ

ンネル視聴者やファンクラブ会員といった多くのファンを抱える当社の強みを活かしたサー

ビスの提供等も推進してまいります。特に当社の主要事業であるチャンネル放送において

は、前述のメディアチャンネルの多様化により業界全体が縮小傾向にあることから、時代の

ニーズに沿った事業の展開が喫緊の課題となっております。今後はモバイルで視聴可能な新

たなオンライン動画配信サービスやプラットフォームのローンチの検討を本格化していく予

定であり、ローンチに向けた需要動向の把握に加え、ローンチ後にはこれまでのチャンネル

視聴者とは異なる新たな顧客層を対象にしたマーケティングが新たに必要となる予定である

ことから、前回資金調達により調達した資金に加え、さらにマーケティング費用として1,500

百万円の充当を予定しております。 

 

また、技術開発・運用維持保守に関しましても、前回資金調達では700百万円の充当を予定

し、『Beyond LIVE』のクオリティ向上や新規事業のコンテンツ企画開発及び技術開発を行う

旨公表しておりますが、新型コロナウイルス感染症の影響によりオフラインのイベント開催

が当面の間難しく、各社がオンライン公演事業に進出する中、独歩的な先端技術を活用した

サービスを提供し競争優位性を確保するため、今後も『Beyond LIVE』は持続的な技術開発に

より、更にレベルの高い演出やサービスの提供を目指す必要があります。また『Beyond 

LIVE』のローンチを通して得たノウハウを基盤として、今後は音楽コンテンツ以外も含めた
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オンライン動画配信事業の本格化に向け、オンライン配信システム自体を当社で運営できる

体制作り向けた内製化も段階的に行っていく予定であることから、前回資金調達により調達

した資金に加え、さらに技術開発・運用維持保守として500百万円の充当を予定しておりま

す。 

 

さらに『Beyond LIVE』の世界各国から視聴可能という強みを生かし、今後はK-POPアーティ

ストのみならず、世界のアーティストとファンを繋ぐグローバル公演ブランドとしての発展

を目指しており、グローバル拠点の展開も予定していることから、前回資金調達では、海外

における事業展開を中心とした運営・管理費として、700百万円の充当を予定しております

が、海外展開を今後本格的に行っていくにあたり、サービスのローカライズや現地パートナ

ーとの協業に向けた営業等も行う予定であることから、前回資金調達により調達した資金に

加え、さらに500百万円を充当する予定です。 

 

② コンテンツ購入及び制作費用 

当社はメディアコンテンツ企業として、調達及び制作したコンテンツをプラットフォームを通

してファンにお届けすることを事業の中核としており、上記に記載したプラットフォームの拡

大に向けては良質なコンテンツの確保が必須であると考えております。特にコンテンツ配信プ

ラットフォームの普及により、韓国コンテンツの人気が高まっている現在、韓国現地のヒット

作や人気アーティスト出演の話題作の獲得は狭き門となっており、十分かつ継続的なコンテン

ツ購入費の確保が喫緊の課題となっております。このような状況の中、当社はこれまでも SMEJ

との合併を契機に、韓国でトップクラスのバラエティ制作会社やドラマ制作会社を保有するエ

スエム・エンタテインメント・グループ各社との関係を強化することで、良質なコンテンツを

継続的に確保できる体制作りに取り組むだけでなく、オンライン配信事業において配信した

『Beyond LIVE』を放送事業の『KNTV』で放送する等、新規事業と既存事業のシナジー創出に注

力しております。新型コロナウイルス感染症の終息後にはオフラインとオンラインコンサート

のシナジーも期待できる等、今後も当社保有の異なるプラットフォーム間でコンテンツをマル

チユース展開することにより、プラットフォーム及びコンテンツの効率的で魅力的な運用が期

待できます。さらに今後はグループの IP を活用したコンテンツ制作にも力を入れ、他のプラ

ットフォームにはないコンテンツの提供を可能とすることで、競争力向上に寄与することがで

きると考えております。また当社は既存事業であるライツ事業や放送事業において超話題作の

放送権獲得や韓国ドラマの日本初放送率においてトップクラスの実績を誇る等、高いコンテン

ツ獲得能力を武器に事業を営んできたことから、コンテンツ購入に更なる投資をすることで、

新規及び既存のプラットフォームの競争力向上を更に加速化できるものと考えております。以

上の理由から、当社は前回資金調達により調達した資金のうち既存事業の強化費用（ライツ及

びコンテンツ購入費用、宣伝費用等）として、322 百万円の充当を予定している旨公表してお

りますが、今回さらにコンテンツ購入及び制作費用として 1,700百万円の充当を予定しており

ます。 

 

③ M&A及び資本・業務提携に係る費用 

当社は、オンラインプラットフォーム市場が今後拡大していくと予測し、当該市場の開拓に積

極的に取り組んでおります。また、市場の拡大と同時に、サービスに対する需要の高まりや新

規プラットフォームの参入も加速度的に進行すると予測しており、当社プラットフォームの優

位性及び付加価値の算出やコンテンツの確保がより重要になると考えております。特にオンラ

インにおける配信に関する知見や顧客の利用パターン分析に関する知見など、既存のコンテン

ツ配信とは異なる分野での知見を有した人材、また、今後の海外展開にあたって現地のエンタ

ーテインメント文化に通じた適切な人材、関連技術やノウハウの獲得に注力することで、急速

に拡大する市場において優位なビジネス展開が可能となると考えております。また、昨今の新

型コロナウイルス感染症対策として巣籠もり需要が拡大する中、上記需要及び市場の拡大速度
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は非常に速いことも想定されております。このような環境下、当社としましては不足する人材

や技術のいち早い獲得に向け、M&A の活用も有効な手段と考えており、事業環境に応じて積極

的に投資を検討してまいります。以上の理由から、M&A 及び資本・業務提携に係る費用として

2,995百万円の充当を予定しております。 

なお、現時点において具体的に計画されている案件はございませんが、対象先としては、当社

のバリューチェーンに該当する事業領域におけるプロフェッショナル人材及び関連技術やノ

ウハウ、コンテンツを有する企業、特にデジタル及び IT 関連企業を考えており、小規模で数

件の実施を考えております。今後案件が決定した際には、適切なタイミングで開示を行ってま

いります。 

また、M&A 及び資本・業務提携先については、当社の企業価値の向上に資するものを慎重に選

定・検討する予定であり、これらの M&A 及び資本・業務提携の投資機会が実現しない場合は、

事業成長を代替する観点から、調達資金の一部又は全部を、上記の①及び②に充当する可能性

があります。なお、①、②のいずれの使途に充当するかについては、当社の事業状況に応じて

適宜判断いたします。資金使途の見直しを行い、実際に、調達した資金を上記①及び②に充当

することを決定した場合には、決定時期に応じて、有価証券報告書又は四半期報告書に記載す

るほか、取引所において適時開示を行います。 

 

４．資金使途の合理性に関する考え方 

今回のファイナンスにより調達した資金を、上記「３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期

（２）調達する資金の具体的な使途」に記載の使途に充当することで、一層の事業拡大、収益の向上

及び財務体質の強化を図ることが可能となり、結果として当社の中長期的な収益向上及び企業価値向

上に寄与するものであると考えていることから、かかる資金使途は合理的なものであると考えており

ます。 

 

５．発行条件等の合理性 

（１) 発行条件が合理的であると判断した根拠及びその具体的内容 

当社は、本新株予約権の発行要項及び本買取契約に定められた諸条件を考慮した本新株予約権の価

値評価を第三者算定機関である株式会社赤坂国際会計（所在地：東京都港区元赤坂１丁目１番８号・

代表：黒崎知岳）に依頼しました。当該算定機関は、本新株予約権の発行要項等に定められた諸条件

を考慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、評価基準

日の市場環境、当社普通株式の流動性、当社の資金調達需要、当社及び割当予定先の権利行使行動等

並びに割当予定先の株式処分コストを考慮した一定の前提（取得条項に基づく当社からの通知による

取得はなされないこと、当社の資金調達需要が発生している場合には当社による不行使期間の指定が

行われず、当社の資金調達需要に基づき行使価額修正条項が適用されること、割当予定先による権利

行使及び株式売却が当社株式の出来高の一定割合の株数の範囲内で実行されること等を含みます。）

を置き、本新株予約権の評価を実施しています。 

当社は、当該算定機関が上記前提条件を基に算定した評価額を参考に、割当予定先との間での協議

を経て、本新株予約権１個当たりの発行価額を当該評価額と同額である金 91 円（第 14 回新株予約

権）、金 35円（第 15回新株予約権）、金 29円（第 16回新株予約権）としています。当社は、本新株

予約権の発行価額の決定にあたっては、当該算定機関が公正な評価額に影響を及ぼす可能性のある事

象を前提として考慮し、新株予約権の評価額の算定手法として一般的に用いられているモンテカル

ロ・シミュレーションを用いて公正価格を算定していることから、当該算定機関の算定結果は合理的

な公正価格であると考えられ、当該評価額と同額で決定される本新株予約権の発行価額は有利発行に

は該当せず、適正かつ妥当な価額であると判断いたしました。 

また、当社監査役３名全員（社外監査役２名）から、本新株予約権の発行価額は、上記算定根拠に

照らした結果、割当予定先に特に有利な金額には該当せず、また、上記のような取締役会の判断過程

についても不合理な点は認められないことから、本新株予約権の発行が有利発行に該当しないことに

係る適法性についての取締役会の判断は相当である旨の意見を得ております。 
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（２) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 

本新株予約権全てが行使された場合における交付株式数は 17,900,000株（議決権 179,000個相当）

であり、2020 年９月 30 日現在の当社発行済株式総数 106,520,351 株に対して最大 16.80％（2020 年

９月 30日現在の当社総議決権数 1,065,108 個に対して最大 16.81％）の希薄化が生じるものと認識し

ております。また、本新株予約権の行使により発行される株式数及び議決権数に 2020 年 11 月 30 日

に発行した株式数（8,693,480株）及び議決権数（86,934個）をそれぞれ合算した場合、2020年９月

30 日現在の当社発行済普通株式数（106,520,351 株）及び議決権総数（1,065,108 個）に対しては、

株式数ベースで 24.97％、議決権ベースで 24.97％の希薄化が生じます。 

しかしながら、本資金調達により、上記「３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期 （２）

調達する資金の具体的な使途」に記載の使途に充当することで、一層の事業拡大、収益の向上及び財

務体質の強化を図ることが可能となり、結果として当社の中長期的な収益向上及び企業価値向上に寄

与するものであると考えていることから、本新株予約権の発行は株主価値の向上に資する合理的なも

のであると考えております。 

また、ⅰ）本新株予約権全てが行使された場合の交付株式数 17,900,000 株に対し、当社普通株式の

過去６か月間における１日当たり平均出来高は 1,102,427株であり、一定の流動性を有していること、

ii）当社の判断により任意に本新株予約権を取得することが可能であり、将来何らかの事由により資

金調達の必要性が低下した場合又は本新株予約権より有利な資金調達方法が利用可能となった場合

に必要以上の発行株式数の増加が進行しないように配慮されていることから、本新株予約権の行使に

より発行され得る株式数は市場に過度の影響を与えるものではなく、希薄化の規模は合理的であると

判断いたしました。 

 

６．割当予定先の選定理由等 

（１） 割当予定先の概要（2020年３月 31日現在） 

（１） 
名 称 

マッコーリー・バンク・リミテッド 

（Macquarie Bank Limited） 

（２） 所 在 地 Level 6, 50 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australia 

（３） 代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 会長 P.H.ワーン（P.H. Warne） 

CEO M.J.リームスト（M.J. Reemst） 

（４） 事 業 内 容 商業銀行 

（５） 資 本 金 8,899百万豪ドル（588,135百万円） 

（2020 年３月 31日現在） 

（６） 設 立 年 月 日 1983年４月 26日 

（７） 発 行 済 株 式 数 普通株式 634,361,966 株（2020 年３月 31日現在） 

（８） 決 算 期 ３月 31日 

（９） 従 業 員 数 15,849 人（マッコーリー・グループ） 

（2020 年３月 31日現在） 

（10） 主 要 取 引 先 個人及び法人 

（11） 主 要 取 引 銀 行 ― 

（12） 大 株 主 及 び 持 株 比 率 Macquarie B.H. Pty Ltd. 100％ 

（13） 当 事 会 社 間 の 関 係  

 資 本 関 係 当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありま

せん。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係

者及び関係会社との間には、特筆すべき資本関係はありま

せん。 

 人 的 関 係 当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありま

せん。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係

者及び関係会社との間には、特筆すべき人的関係はありま

せん。 
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 取 引 関 係 当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありま

せん。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係

者及び関係会社との間には、特筆すべき取引関係はありま

せん。 

 関 連 当 事 者 へ の 

該 当 状 況 

当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、

当該会社の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には

該当しません。 

（14） 最近３年間の経営成績及び財政状態 

決算期 2018年３月末 2019年３月末 2020年３月末 

連 結 純 資 産 1,069,991百万円 883,914百万円 940,262百万円 

連 結 総 資 産 14,144,982百万円 12,896,881百万円 14,945,328百万円 

１ 株 当 た り 連 結 純 資 産 1,815.77円 1,500.00円 1,482.22円 

連 結 純 収 益 503,271 百万円 464,841 百万円 407,907 百万円 

連 結 営 業 利 益 175,814 百万円 116,309 百万円 125,241 百万円 

連 結 当 期 純 利 益 129,268 百万円 160,504 百万円 97,351 百万円 

１ 株 当 た り 連 結 当 期 純 利 益 219.37 円 272.38 円 164.89 円 

１ 株 当 た り 配 当 金 167.68 円 233.27 円 0.00円 

（注） 上記の「最近３年間の経営成績及び財政状態」に記載の金額は、便宜上、2018年３月期は

2018年３月31日現在の外国為替相場の仲値である１豪ドル＝81.66円、2019年３月期は、

2019年３月31日現在の外国為替相場の仲値である１豪ドル＝78.64円、2020年３月期は、

2020年３月31日現在の外国為替相場の仲値である１豪ドル＝66.09円に換算して記載して

おります。なお、2018年４月1日より、豪州会計基準（AASB）第９号「金融商品

(Financial Instruments)」及び第15号「顧客との契約から生じる収益(Revenue from 

contracts with customers)」を適用しておりますが、上記の過年度の数は修正再表示し

ておりません。 

 

（２） 割当予定先を選定した理由 

当社は、直接金融からの調達のみならず、間接金融からの調達も含め、複数の調達先からの提案を

もとに資金調達方法を検討してまいりました。その中で、2020 年 10月 29日に、当社は、割当予定先

の斡旋を行うマッコーリーキャピタル証券会社（所在地:東京都千代田区紀尾井町４番１号・代表者：

渡邊 琢二）を通じて、割当予定先に対する資金調達の提案を受けました。マッコーリーキャピタル

証券会社及び割当予定先からの資金調達のストラクチャー・基本条件の提案、その後の協議の過程で

設計されたスキームが、当社の資金調達ニーズを満たすものであると判断し、最終的な割当予定先の

選定に至りました。また、当社は、割当予定先のこれまでのグローバルな活動及び実績や保有方針等

を総合的に勘案し、その結果、本新株予約権の第三者割当の割当予定先として適切と判断いたしまし

た。 

（注）マッコーリー・バンク・リミテッドに対する本新株予約権の発行は、日本証券業協会会員で

あるマッコーリーキャピタル証券会社の斡旋を受けて行われるものであり、日本証券業協会の定める

「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」の適用を受けて募集が行われるものです。 

 

（３） 割当予定先の保有方針及び行使制限措置 

当社と各割当予定先の担当者との協議において、いずれの割当予定先との間でも、割当予定先が本

新株予約権の行使により取得する当社普通株式について、継続保有及び預託に関する取決めはなく、

割当予定先が、適宜判断の上、比較的短期間で市場売却を目標とするものの、運用に際しては市場へ

の影響を常に留意する方針であることを口頭にて確認しております。 

なお、本新株予約権について、当社と割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発
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生後、本買取契約を締結する予定です。 

また、本買取契約において、当社と各割当予定先は、本新株予約権について、東京証券取引所の定

める有価証券上場規程第 434条第１項及び同施行規則第 436条第１項から第５項までの定め、並びに

日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」第 13条の定めに基づき、原則と

して、単一暦月中に割当予定先が本新株予約権の行使により取得される株式数が、本新株予約権の払

込日時点における上場株式数の 10％を超える部分に係る行使（以下「制限超過行使」といいます。）

を制限するよう措置を講じる予定です。 

具体的には、以下の内容を本買取契約で締結する予定です。 

① 割当予定先が制限超過行使を行わないこと 

② 割当予定先が本新株予約権を行使する場合、あらかじめ、当社に対し、本新株予約権の行使

が制限超過行使に該当しないかについて確認を行うこと 

③ 割当予定先は、本新株予約権を転売する場合には、あらかじめ、転売先となる者に対し、当

社との間で、前記①及び②に定める事項と同様の内容を約させること 

④ 割当予定先は、転売先となる者がさらに第三者に転売する場合も、あらかじめ、当該第三者

に対し、当社との間で、前記①及び②に定める事項と同様の内容を約させること 

⑤ 当社は割当予定先による制限超過行使を行わせないこと 

⑥ 当社は、割当予定先からの転売先となる者（転売先となる者から転売を受ける第三者を含み

ます。）との間で、当社と割当予定先が合意する制限超過行使の制限と同様の合意を行うこと 

 

（４） 割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容 

当社は、割当予定先の 2020 年３月期のアニュアルレポート（豪州の平成 13 年会社法（英名：

Corporations Act 2001）に基づく資料）及び割当予定先からのヒアリングにより、2020 年３月 31日

現在の割当予定先単体が現金及び現金同等物 26,192 百万豪ドル（円換算額：1,731,029 百万円）、参

照為替レート：66.09 円（株式会社三菱 UFJ 銀行 2020 年３月 31 日時点仲値）を保有していること及

び本日現在においてこれらの財産の確保状況に支障が生じる事由は生じていないことを確認してお

ります。以上により、同社の資金等の状況については、当社への支払日時点において要する本新株予

約権の発行に係る払込み及び本新株予約権の行使に係る払込みについて十分な資金を有していると

認められることから、これらの払込みに支障はないものと判断しております。 

 

（５） 株券貸借に関する契約 

該当事項はありません。 

 

（６） 割当予定先の実態 

割当予定先であるマッコーリー・バンク・リミテッドは、マッコーリー・ビーエイチ・ピーティー

ワイ・リミテッドの 100％子会社であり、マッコーリー・ビーエイチ・ピーティーワイ・リミテッド

は、オーストラリア証券取引所(ASX）に上場し、オーストラリアの銀行規制機関であるオーストラリ

ア健全性規制庁 APRA（Australian Prudential Regulation Authority）の監督及び規制を受けており

ますマッコーリー・グループ・リミテッドの 100％子会社であります。また、マッコーリー・グルー

プは、金融行為規制機構（Financial Conduct Authority）及び健全性監督機構（Prudential Regulation 

Authority）の規制を受ける英国の銀行であるマッコーリー・バンク・インターナショナルも傘下にお

いております。日本においては、割当予定先の関連会社であるマッコーリーキャピタル証券会社が第

一種金融商品取引業の登録を受け、金融庁の監督及び規制を受けております。以上のような、割当予

定先の属するグループが諸外国の監督及び規制のもとにある事実について、当社は割当予定先の担当

者との面談によるヒアリング及び APRA ホームページ、割当予定先のアニュアルレポート等で確認し

ております。また、割当予定先、当該割当予定先の役員及び主要株主(主な出資者)が反社会的勢力と

は一切関係がないことについて、割当予定先からその旨を証する書面を受領し確認しております。以

上から、割当予定先並びにその役員及び主要株主が反社会的勢力とは関係ないものと判断しており、

その旨の確認書を東京証券取引所に提出しております。 
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７．募集前の大株主及び持株比率 

募集前（2020年 11月 30日現在） 

株式会社エスエム・エンタテインメント・ジャパン 78.12％ 

NAVER Corporation 7.55％ 

KEYEAST CO.,LTD 7.18％ 

KSD-KB 0.60％ 

MUNHWA BROADCASTING CORPORATION 0.60％ 

ケイテイコーポレーション 0.20％ 

吉原 順 0.19％ 

松井証券株式会社 0.17％ 

京楽産業．株式会社 0.09％ 

J.P.MORGAN SECURITIES PLC 0.09％ 

（注）１．募集前の持株比率は、2020年６月 30日現在の株主名簿をもとに作成しております。ただ

し、当社は、2020年８月１日を効力発生日として、株式会社 SMEJ を吸収合併消滅会社とし

た吸収合併を実施しており、同合併に伴い株式会社エスエム・エンタテインメント・ジャ

パンは当社株式 90,000,000 株を取得しているため、かかる株式の取得を反映しておりま

す。 

２．割当予定先による本新株予約権の保有目的は純投資であり、割当予定先は、取得した当社

普通株式を売却する可能性があるとのことです。したがって、割当予定先による当社普通

株式の長期保有は約束されておりませんので、割当後の持株比率の記載はしておりませ

ん。 

３．上記の割合は、小数点以下第３位を四捨五入して算出しております。 

 

８．今後の見通し 

今回の調達資金を、上記「３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期（２）調達する資金の具体

的な使途」に記載の使途に充当することにより、一層の事業拡大、収益の向上及び財務体質の強化につ

ながるものと考えております。また、今回の資金調達による 2020 年 12月期業績への影響等は、現時点

ではございません。なお、2020 年 12 月期の業績予想につきましては 2020年８月 13日に開示いたしま

した「2020 年 12 月期通期業績予想修正に関するお知らせ」に記載の通り、新型コロナウイルス感染症

の終息時期の見通しが立たず、現時点では合理的な算定が困難であります。今後、業績予想の合理的な

算定が可能になった時点で、改めて公表いたします。 

 

９．企業行動規範上の手続きに関する事項 

今般の第三者割当は、①希薄化率が 25％未満であること、②支配株主の異動を伴うものではないこと

（本新株予約権全てが権利行使された場合であっても、支配株主の異動が見込まれるものではないこと）

から、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432条に定める独立第三者からの意見入手及び株主

の意思確認手続きは要しません。 
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１０． 最近３年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況 

（１） 最近３年間の業績 

 2017年 12月期 2018年 12月期 2019年 12月期 

売 上 高 7,769百万円 7,058百万円 6,113百万円 

営 業 利 益 301百万円 73百万円 71百万円 

経 常 利 益 308百万円 73百万円 73百万円 

当 期 純 利 益 289百万円 61百万円 △483百万円 

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 17.51 3.72円 △29.26 円 

１ 株 当 た り 配 当 金 - - - 

１ 株 当 た り 純 資 産 279.29 円 282.35 円 253.75 円 

 

（２） 現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況 

 株式数 発行済株式数に

対する比率 

発 行 済 株 式 数 115,213,831株 100.00％ 

現時点での転換価額（行使価額）における潜在株式数 - - 

下限値の転換価額（行使価額）における潜在株式数 - - 

上限値の転換価額（行使価額）における潜在株式数 - - 

 

（３） 最近の株価の状況 

① 最近３年間の状況 
 2017年 12月期 2018年 12月期 2019年 12月期 

始値 400円 501円 182円 

高値 945円 537円 320円 

安値 330円 158円 161円 

終値 502円 187円 280円 

（注）当社は 2017年７月１日付けで、当社普通株式 10株から１株への株式併合を実施しておりま

す。そのため、2017 年 12 月期の始値、高値、安値、終値は株式併合を考慮した株価で記載してお

ります。 

 

② 最近６か月間の状況 

 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 

始値 211円 359円 348円 291円 321円 303円 

高値 488円 544円 414円 389円 346円 319円 

安値 193円 325円 277円 254円 294円 267円 

終値 405円 348円 288円 322円 297円  297円 

（注）12月の株価については、2020 年 12月 21日現在で表示しております。 
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③ 発行決議日前営業日における株価 
 2020年 12月 21 日 

始値 284円 

高値 308円 

安値 284円 

終値 297円 

 

（４） 最近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

第三者割当による新株式の発行 

払 込 期 日  2020年 11月 30日 

調 達 資 金 の 額  2,755,833,160円 

発 行 価 額 当社普通株式１株当たり 317円 

募 集 時 に お け る  

発 行 済 株 式 数  
106,520,351株 

当 該 募 集 に よ る  

発 行 株 式 数  
8,693,480株 

募 集 後 に お け る  

発 行 済 株 式 総 数  
115,213,831株 

割 当 先 NAVER Corporation 

発行時における 当初の 

資 金 使 途  

① 新規事業への投資（1,722 百万円） 

② 既存事業の強化費用（322百万円) 

③ 事業拡大に伴う人材の確保・育成費用（698百万円） 

発 行 時 に お け る  

支 出 予 定 時 期  

① 2020年 12月～2023年 12月 

② 2020年 12月～2023年 12月 

③ 2020年 12月～2023年 12月 

現 時 点 に お け る  

充 当 状 況  
現時点では充当しておりません。 

 

以上 
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別紙 1 
本第 14 回新株予約権の発行要項 

 
株式会社ストリームメディアコーポレーション第 14 回新株予約権 

発行要項 

1．本新株予約権の名称 

株式会社ストリームメディアコーポレーション第 14 回新株予約権（以下「本新株予約権」という｡） 

2．申込期間 

2021 年１月７日 

3．割当日 

2021 年１月７日 

4．払込期日 

2021 年１月７日 

5．募集の方法 

第三者割当の方法により、全ての本新株予約権をマッコーリー・バンク・リミテッドに割り当てる。 

6．本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

(1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式 14,000,000 株（本新株予約権 1
個当たりの目的である株式の数（以下「割当株式数」という｡）は 100 株）とする。但し、下記第(2)号
乃至第(5)号により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割

当株式数に応じて調整される。 

(2) 当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合（以下「株式分割等」と総称する。）を行う場合に

は、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる 1 株未満の端数は切り捨てる。 

調整後割当株式数＝調整前割当株式数×株式分割等の比率 

(3) 当社が第 11 項の規定に従って行使価額（以下に定義する｡）の調整を行う場合（但し、株式分割等

を原因とする場合を除く。）には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる 1
株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第 11 項

に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。 

調整後割当株式数 ＝ 調整前割当株式数 × 調整前行使価額 

調整後行使価額 
 
(4) 本項に基づく調整において、調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る第 11 項第

(2)号及び第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とす

る。 
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(5) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予

約権に係る新株予約権者（以下「本新株予約権者」という。）に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、

調整前割当株式数、調整後割当株式数並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、

第 11 項第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、

適用開始日以降速やかにこれを行う。 

 7．本新株予約権の総数 

140,000 個 

8．各本新株予約権の払込金額 

新株予約権 1 個当たり金 91 円 

9．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法 

(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を

乗じた額とする。 

(2) 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式 1 株当たりの金銭の額（以下「行使価額」と

いう｡）は、当初 297 円とする。但し、行使価額は第 10 項に定める修正及び第 11 項に定める調整を受

ける。 

10．行使価額の修正 

(1) 本第 10 項第(2)号を条件に、行使価額は、各修正日の前取引日の東京証券取引所における当社普通

株式の普通取引の終値（同日に終値がない場合には、その直前の終値）の 90%に相当する金額（円位未

満小数第 3 位まで算出し、小数第 3 位の端数を切り上げた金額）に修正される。 

「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。但し、東京証券取引所にお

いて当社普通株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制限（一時的な取引制限も含む。）があった

場合には、当該日は「取引日」にあたらないものとする。 

「修正日」とは、各行使価額の修正につき、第 16 項第(1)号に定める本新株予約権の各行使請求に係

る通知を当社が受領した日をいう。 

(2) 行使価額は 207 円（但し、第 11 項による調整を受ける。）（以下「下限行使価額」という。）を下回

らないものとする。上記の計算によると修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、行

使価額は下限行使価額とする。下限行使価額は、新株予約権者全員との合意により変更することができ

る。 

11．行使価額の調整 

(1) 当社は、本新株予約権の発行後、下記第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式の総数に

変更が生じる場合又は変更が生じる可能性がある場合には、類似する別途の調整方法に従うとの本新株

予約権者と別途の合意がない限り、次に定める算式（以下「行使価額調整式」という｡）をもって行使価

額を調整する。 

 

 

調整後 

 
 

 

調整前 

 既発行

株式数 
＋ 

新発行・処

分株式数 
× 

1株当たりの

払込金額 

1株当たりの時価 
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行使価額 ＝ 行使価額 × 
既発行株式数 ＋ 新発行・処分株式数 

 

(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に

定めるところによる。 

①下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保

有する当社普通株式を処分する場合（無償割当てによる場合を含む｡）（但し、当社の役員及び従業員

並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とする譲渡制限付株式報酬として株式を発行又は処分す

る場合、新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む｡）の行使、取得請求権付株式又は取得

条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付

する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く｡） 

調整後行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当て

の場合はその効力発生日とする｡）以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける

権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。 

②株式の分割により普通株式を発行する場合 

調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。なお、行使価額調整式

で使用する新発行・処分株式数は、株式の分割により増加する当社の普通株式数をいうものとする｡ 

③下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請

求権付株式又は下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求で

きる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む｡）を発行又は付与する場合（ただし、当社

の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とするストック・オプションを発行する

場合を除く。） 

調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件

で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日（新株予約権の

場合は割当日）以降又は（無償割当ての場合は）効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当

てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。 

④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含

む｡）の取得と引換えに下記第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場

合 

調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 

⑤本号①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、

取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後行

使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日か

ら当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法

により、当社普通株式を追加的に交付する。 

株式数 ＝ 

調整前 

行使価額 
－ 

調整後 

行使価額 
× 

調整前行使価額により 

当該期間内に交付された株式数 

調整後行使価額 

 

この場合、1 株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。 
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(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が 1 円未満にとどま

る場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使

価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を

差し引いた額を使用する。 

(4) ①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第 2 位まで算出し、小数第 2 位を四捨五入す

る。 

②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日（但し、本項第(2)号⑤の

場合は基準日）に先立つ 45 取引日目に始まる 30 連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式

の普通取引の終値の平均値（終値のない日数を除く｡）とする。この場合、平均値の計算は、円位未満

小数第 2 位まで算出し、小数第 2 位を四捨五入する。 

③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日があ

る場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の 1 ヶ月前

の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除

した数とする。また、上記第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、

基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとす

る｡ 

(5) 上記第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予

約権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。 

①株式の併合、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。 

②その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必

要とするとき。 

③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出

にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 

(6) 行使価額の調整を行うとき（下限行使価額が調整されるときを含む。）は、当社は、調整後行使価

額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前行使

価額、調整後行使価額（調整後の下限行使価額を含む。）並びにその適用開始日その他必要な事項を書面

で通知する。但し、上記第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことがで

きない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。 

12．本新株予約権を行使することができる期間 

2021 年１月８日から 2024 年１月５日までとする。 

13．その他の本新株予約権の行使の条件 

 各本新株予約権の一部行使はできない。 

14．本新株予約権の取得 

(1) 当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合又は当社代表取締役が決定した

場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第 273 条及び第 274 条の規定に従って 15 取引日

前までに通知をしたうえで、当社取締役会又は代表取締役が定める取得日に、本新株予約権 1 個当たり

その払込金額と同額で、本新株予約権者（当社を除く。）の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得
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することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。本要

項の他のいかなる規定にもかかわらず、当社による本新株予約権者に対する本新株予約権の取得の通知

は、かかる取得に関して本新株予約権者が得たいかなる情報も、金融商品取引法第 166 条第 2 項に定め

る未公表の重要事実を構成しないよう、当社が当該取得について開示をしない限り効力を有しないもの

とする。 

(2) 当社は、当社が合併（合併により当社が消滅する場合に限る。）をする場合、株式交換若しくは株

式移転により他の会社の完全子会社となることにつき株主総会で承認決議した場合又は東京証券取引

所において当社の普通株式が上場廃止が決定された場合、会社法第 273 条の規定に従って 15 取引日前

までに通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権 1 個当たりその払込金額と同

額で、本新株予約権者（当社を除く｡）の保有する本新株予約権の全部を取得する。本要項の他のいかな

る規定にもかかわらず、当社による本新株予約権者に対する本新株予約権の取得の通知は、かかる取得

に関して本新株予約権者が得たいかなる情報も、金融商品取引法第 166 条第 2 項に定める未公表の重要

事実を構成しないよう、当社が当該取得について開示をしない限り効力を有しないものとする。 

(3) 当社は、第 12 項記載の本新株予約権を行使することができる期間の末日（休業日である場合には、

その直前営業日とする。）に、本新株予約権 1 個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者（当社を除

く｡）の保有する本新株予約権の全部を取得する。 

15．本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金 

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条の定

めるところに従って算定された資本金等増加限度額に 0.5 を乗じた金額とし、計算の結果 1 円未満の端

数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額よ

り増加する資本金の額を減じた額とする。 

16．本新株予約権の行使請求の方法 

(1) 本新株予約権を行使する場合、第 12 項記載の本新株予約権を行使することができる期間中に第 19
項記載の行使請求受付場所に対し、行使請求に必要な事項を通知するものとする。 

(2) 本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使に際して出資

される財産の価額の全額を、現金にて第 20 項に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込む

ものとする。 

(3) 本新株予約権の行使請求は、第 19 項記載の行使請求受付場所に対する行使請求に必要な全部の事

項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が前号に定める

口座に入金された日時に効力が発生する。 

17．新株予約権証券の不発行 

当社は、本新株予約権に関して、新株予約権証券を発行しない。 

18．本新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由 

本発行要項及び割当予定先との間で締結される買取契約に定められた諸条件を考慮し、一般的な価格

算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、当社の株価、当社株式の流動性及び

株価変動性（ボラティリティ）、当社に付与されたコール・オプション、割当予定先の権利行使行動及び

割当予定先の株式保有動向等について一定の前提を置いて第三者算定機関が評価した結果を参考に、本

新株予約権 1 個の払込金額を第 8 項に記載のとおりとした。さらに、本新株予約権の行使に際して出資

される財産の価額は第 9 項に記載のとおりとした。 
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19．行使請求受付場所 

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 

20．払込取扱場所 

株式会社三井住友銀行 日比谷支店 

21．新株予約権行使による株式の交付 
 

当社は、本新株予約権の行使請求の効力が生じた日の 2 銀行営業日後の日に振替株式の新規記録又は

自己株式の当社名義からの振替によって株式を交付する。 

22．社債、株式等の振替に関する法律の適用等 
 

本新株予約権は、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替新株予約権とし、その全部について

同法の規定の適用を受ける。また、本新株予約権の取扱いについては、株式会社証券保管振替機構の定

める株式等の振替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従う。 

23．振替機関の名称及び住所 

 

株式会社証券保管振替機構 

東京都中央区日本橋茅場町二丁目 1番 1号 

24．その他 

(1) 上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

(2) その他本新株予約権発行に関し必要な事項は、当社代表取締役に一任する。 

以上  
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別紙 2 
本第 15 回新株予約権の発行要項 

 
株式会社ストリームメディアコーポレーション第 15 回新株予約権 

発行要項 

1．本新株予約権の名称 

株式会社ストリームメディアコーポレーション第 15 回新株予約権（以下「本新株予約権」という｡） 

2．申込期間 

2021 年１月７日 

3．割当日 

2021 年１月７日 

4．払込期日 

2021 年１月７日 

5．募集の方法 

第三者割当の方法により、全ての本新株予約権をマッコーリー・バンク・リミテッドに割り当てる。 

6．本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

(1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式 3,000,000 株（本新株予約権 1 個

当たりの目的である株式の数（以下「割当株式数」という｡）は 100 株）とする。但し、下記第(2)号乃

至第(5)号により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当

株式数に応じて調整される。 

(2) 当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合（以下「株式分割等」と総称する。）を行う場合に

は、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる 1 株未満の端数は切り捨てる。 

調整後割当株式数＝調整前割当株式数×株式分割等の比率 

(3) 当社が第 11 項の規定に従って行使価額（以下に定義する｡）の調整を行う場合（但し、株式分割等

を原因とする場合を除く。）には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる 1
株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第 11 項

に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。 

調整後割当株式数 ＝ 調整前割当株式数 × 調整前行使価額 

調整後行使価額 
 
(4) 本項に基づく調整において、調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る第 11 項第

(2)号及び第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とす

る。 
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(5) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予

約権に係る新株予約権者（以下「本新株予約権者」という。）に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、

調整前割当株式数、調整後割当株式数並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、

第 11 項第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、

適用開始日以降速やかにこれを行う。 

 7．本新株予約権の総数 

30,000 個 

8．各本新株予約権の払込金額 

新株予約権 1 個当たり金 35 円 

9．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法 

(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を

乗じた額とする。 

(2) 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式 1 株当たりの金銭の額（以下「行使価額」と

いう｡）は、当初 650 円とする。但し、行使価額は第 10 項に定める修正及び第 11 項に定める調整を受

ける。 

10．行使価額の修正 

(1)  当社は、当社取締役会の決議により行使価額の修正を決定することができ、かかる決定がなされ

た場合、行使価額は本項に基づき修正される。本項に基づき行使価額の修正を決議した場合、当社は直

ちにその旨を本新株予約権者に通知するものとし、当該通知が行われた日の 10 取引日目（又は当社と

本新株予約権者が合意するそれより短い日）以降第 12 項に定める期間の満了日まで、本第 10 項第(2)
号を条件に、行使価額は、各修正日の前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終

値（同日に終値がない場合には、その直前の終値）の 90%に相当する金額（円位未満小数第 3 位まで算

出し、小数第 3 位の端数を切り上げた金額）に修正される。 

「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。但し、東京証券取引所にお

いて当社普通株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制限（一時的な取引制限も含む。）があった

場合には、当該日は「取引日」にあたらないものとする。 

「修正日」とは、各行使価額の修正につき、第 16 項第(1)号に定める本新株予約権の各行使請求に係

る通知を当社が受領した日をいう。 

(2) 行使価額は 207 円（但し、第 11 項による調整を受ける。）（以下「下限行使価額」という。）を下回

らないものとする。上記の計算によると修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、行

使価額は下限行使価額とする。下限行使価額は、新株予約権者全員との合意により変更することができ

る。 

11．行使価額の調整 

(1) 当社は、本新株予約権の発行後、下記第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式の総数に

変更が生じる場合又は変更が生じる可能性がある場合には、類似する別途の調整方法に従うとの本新株

予約権者と別途の合意がない限り、次に定める算式（以下「行使価額調整式」という｡）をもって行使価

額を調整する。 
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調整後 

行使価額 

 

＝ 

 

 

調整前 

行使価額 

 

× 

既発行

株式数 
＋ 

新発行・処

分株式数 
× 

1株当たりの

払込金額 

1株当たりの時価 

既発行株式数 ＋ 新発行・処分株式数 

 

(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に

定めるところによる。 

①下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保

有する当社普通株式を処分する場合（無償割当てによる場合を含む｡）（但し、当社の役員及び従業員

並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とする譲渡制限付株式報酬として株式を発行又は処分す

る場合、新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む｡）の行使、取得請求権付株式又は取得

条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付

する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く｡） 

調整後行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当て

の場合はその効力発生日とする｡）以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける

権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。 

②株式の分割により普通株式を発行する場合 

調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。なお、行使価額調整式

で使用する新発行・処分株式数は、株式の分割により増加する当社の普通株式数をいうものとする｡ 

③下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請

求権付株式又は下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求で

きる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む｡）を発行又は付与する場合（ただし、当社

の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とするストック・オプションを発行する

場合を除く。） 

調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件

で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日（新株予約権の

場合は割当日）以降又は（無償割当ての場合は）効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当

てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。 

④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含

む｡）の取得と引換えに下記第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場

合 

調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 

⑤本号①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、

取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後行

使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日か

ら当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法

により、当社普通株式を追加的に交付する。 
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株式数 ＝ 

調整前 

行使価額 
－ 

調整後 

行使価額 
× 

調整前行使価額により 

当該期間内に交付された株式数 

調整後行使価額 

 

この場合、1 株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。 

(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が 1 円未満にとどま

る場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使

価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を

差し引いた額を使用する。 

(4) ①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第 2 位まで算出し、小数第 2 位を四捨五入す

る。 

②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日（但し、本項第(2)号⑤の

場合は基準日）に先立つ 45 取引日目に始まる 30 連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式

の普通取引の終値の平均値（終値のない日数を除く｡）とする。この場合、平均値の計算は、円位未満

小数第 2 位まで算出し、小数第 2 位を四捨五入する。 

③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日があ

る場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の 1 ヶ月前

の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除

した数とする。また、上記第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、

基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとす

る｡ 

(5) 上記第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予

約権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。 

①株式の併合、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。 

②その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必

要とするとき。 

③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出

にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 

(6) 行使価額の調整を行うとき（下限行使価額が調整されるときを含む。）は、当社は、調整後行使価

額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前行使

価額、調整後行使価額（調整後の下限行使価額を含む。）並びにその適用開始日その他必要な事項を書面

で通知する。但し、上記第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことがで

きない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。 

12．本新株予約権を行使することができる期間 

2021 年１月８日から 2024 年１月５日までとする。 

13．その他の本新株予約権の行使の条件 

 各本新株予約権の一部行使はできない。 
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14．本新株予約権の取得 

(1) 当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合又は当社代表取締役が決定した

場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第 273 条及び第 274 条の規定に従って 15 取引日

前までに通知をしたうえで、当社取締役会又は代表取締役が定める取得日に、本新株予約権 1 個当たり

その払込金額と同額で、本新株予約権者（当社を除く。）の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得

することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。本要

項の他のいかなる規定にもかかわらず、当社による本新株予約権者に対する本新株予約権の取得の通知

は、かかる取得に関して本新株予約権者が得たいかなる情報も、金融商品取引法第 166 条第 2 項に定め

る未公表の重要事実を構成しないよう、当社が当該取得について開示をしない限り効力を有しないもの

とする。 

(2) 当社は、当社が合併（合併により当社が消滅する場合に限る。）をする場合、株式交換若しくは株

式移転により他の会社の完全子会社となることにつき株主総会で承認決議した場合又は東京証券取引

所において当社の普通株式が上場廃止が決定された場合、会社法第 273 条の規定に従って 15 取引日前

までに通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権 1 個当たりその払込金額と同

額で、本新株予約権者（当社を除く｡）の保有する本新株予約権の全部を取得する。本要項の他のいかな

る規定にもかかわらず、当社による本新株予約権者に対する本新株予約権の取得の通知は、かかる取得

に関して本新株予約権者が得たいかなる情報も、金融商品取引法第 166 条第 2 項に定める未公表の重要

事実を構成しないよう、当社が当該取得について開示をしない限り効力を有しないものとする。 

(3) 当社は、第 12 項記載の本新株予約権を行使することができる期間の末日（休業日である場合には、

その直前営業日とする。）に、本新株予約権 1 個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者（当社を除

く｡）の保有する本新株予約権の全部を取得する。 

15．本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金 

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条の定

めるところに従って算定された資本金等増加限度額に 0.5 を乗じた金額とし、計算の結果 1 円未満の端

数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額よ

り増加する資本金の額を減じた額とする。 

16．本新株予約権の行使請求の方法 

(1) 本新株予約権を行使する場合、第 12 項記載の本新株予約権を行使することができる期間中に第 19
項記載の行使請求受付場所に対し、行使請求に必要な事項を通知するものとする。 

(2) 本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使に際して出資

される財産の価額の全額を、現金にて第 20 項に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込む

ものとする。 

(3) 本新株予約権の行使請求は、第 19 項記載の行使請求受付場所に対する行使請求に必要な全部の事

項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が前号に定める

口座に入金された日時に効力が発生する。 

17．新株予約権証券の不発行 

当社は、本新株予約権に関して、新株予約権証券を発行しない。 

18．本新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由 
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本発行要項及び割当予定先との間で締結される買取契約に定められた諸条件を考慮し、一般的な価格

算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、当社の株価、当社株式の流動性及び

株価変動性（ボラティリティ）、当社に付与されたコール・オプション、割当予定先の権利行使行動及び

割当予定先の株式保有動向等について一定の前提を置いて第三者算定機関が評価した結果を参考に、本

新株予約権 1 個の払込金額を第 8 項に記載のとおりとした。さらに、本新株予約権の行使に際して出資

される財産の価額は第 9 項に記載のとおりとした。 

19．行使請求受付場所 

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 

20．払込取扱場所 

株式会社三井住友銀行 日比谷支店 

21．新株予約権行使による株式の交付 
 

当社は、本新株予約権の行使請求の効力が生じた日の 2 銀行営業日後の日に振替株式の新規記録又は

自己株式の当社名義からの振替によって株式を交付する。 

22．社債、株式等の振替に関する法律の適用等 
 

本新株予約権は、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替新株予約権とし、その全部について

同法の規定の適用を受ける。また、本新株予約権の取扱いについては、株式会社証券保管振替機構の定

める株式等の振替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従う。 

23．振替機関の名称及び住所 

 

株式会社証券保管振替機構 

東京都中央区日本橋茅場町二丁目 1番 1号 

24．その他 

(1) 上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

(2) その他本新株予約権発行に関し必要な事項は、当社代表取締役に一任する。 

以上 
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別紙 3 
本第 16 回新株予約権の発行要項 

 
株式会社ストリームメディアコーポレーション第 16 回新株予約権 

発行要項 

1．本新株予約権の名称 

株式会社ストリームメディアコーポレーション第 16 回新株予約権（以下「本新株予約権」という｡） 

2．申込期間 

2021 年１月７日 

3．割当日 

2021 年１月７日 

4．払込期日 

2021 年１月７日 

5．募集の方法 

第三者割当の方法により、全ての本新株予約権をマッコーリー・バンク・リミテッドに割り当てる。 

6．本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

(1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式 900,000 株（本新株予約権 1 個

当たりの目的である株式の数（以下「割当株式数」という｡）は 100 株）とする。但し、下記第(2)号乃

至第(5)号により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当

株式数に応じて調整される。 

(2) 当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合（以下「株式分割等」と総称する。）を行う場合に

は、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる 1 株未満の端数は切り捨てる。 

調整後割当株式数＝調整前割当株式数×株式分割等の比率 

(3) 当社が第 11 項の規定に従って行使価額（以下に定義する｡）の調整を行う場合（但し、株式分割等

を原因とする場合を除く。）には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる 1
株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第 11 項

に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。 

調整後割当株式数 ＝ 調整前割当株式数 × 調整前行使価額 

調整後行使価額 
 
(4) 本項に基づく調整において、調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る第 11 項第

(2)号及び第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とす

る。 



  

30 

 

(5) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予

約権に係る新株予約権者（以下「本新株予約権者」という。）に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、

調整前割当株式数、調整後割当株式数並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、

第 11 項第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、

適用開始日以降速やかにこれを行う。 

 7．本新株予約権の総数 

9,000 個 

8．各本新株予約権の払込金額 

新株予約権 1 個当たり金 29 円 

9．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法 

(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を

乗じた額とする。 

(2) 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式 1 株当たりの金銭の額（以下「行使価額」と

いう｡）は、当初 1,200 円とする。但し、行使価額は第 10 項に定める修正及び第 11 項に定める調整を

受ける。 

10．行使価額の修正 

(1)  当社は、当社取締役会の決議により行使価額の修正を決定することができ、かかる決定がなされ

た場合、行使価額は本項に基づき修正される。本項に基づき行使価額の修正を決議した場合、当社は直

ちにその旨を本新株予約権者に通知するものとし、当該通知が行われた日の 10 取引日目（又は当社と

本新株予約権者が合意するそれより短い日）以降第 12 項に定める期間の満了日まで、本第 10 項第(2)
号を条件に、行使価額は、各修正日の前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終

値（同日に終値がない場合には、その直前の終値）の 90%に相当する金額（円位未満小数第 3 位まで算

出し、小数第 3 位の端数を切り上げた金額）に修正される。 

「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。但し、東京証券取引所にお

いて当社普通株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制限（一時的な取引制限も含む。）があった

場合には、当該日は「取引日」にあたらないものとする。 

「修正日」とは、各行使価額の修正につき、第 16 項第(1)号に定める本新株予約権の各行使請求に係

る通知を当社が受領した日をいう。 

(2) 行使価額は 207 円（但し、第 11 項による調整を受ける。）（以下「下限行使価額」という。）を下回

らないものとする。上記の計算によると修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、行

使価額は下限行使価額とする。下限行使価額は、新株予約権者全員との合意により変更することができ

る。 

11．行使価額の調整 

(1) 当社は、本新株予約権の発行後、下記第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式の総数に

変更が生じる場合又は変更が生じる可能性がある場合には、類似する別途の調整方法に従うとの本新株

予約権者と別途の合意がない限り、次に定める算式（以下「行使価額調整式」という｡）をもって行使価

額を調整する。 
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調整後 

行使価額 

 

＝ 

 

 

調整前 

行使価額 

 

× 

既発行

株式数 
＋ 

新発行・処

分株式数 
× 

1株当たりの

払込金額 

1株当たりの時価 

既発行株式数 ＋ 新発行・処分株式数 

 

(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に

定めるところによる。 

①下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保

有する当社普通株式を処分する場合（無償割当てによる場合を含む｡）（但し、当社の役員及び従業員

並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とする譲渡制限付株式報酬として株式を発行又は処分す

る場合、新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む｡）の行使、取得請求権付株式又は取得

条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付

する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く｡） 

調整後行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当て

の場合はその効力発生日とする｡）以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける

権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。 

②株式の分割により普通株式を発行する場合 

調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。なお、行使価額調整式

で使用する新発行・処分株式数は、株式の分割により増加する当社の普通株式数をいうものとする｡ 

③下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請

求権付株式又は下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求で

きる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む｡）を発行又は付与する場合（ただし、当社

の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とするストック・オプションを発行する

場合を除く。） 

調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件

で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日（新株予約権の

場合は割当日）以降又は（無償割当ての場合は）効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当

てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。 

④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含

む｡）の取得と引換えに下記第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場

合 

調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 

⑤本号①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、

取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後行

使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日か

ら当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法

により、当社普通株式を追加的に交付する。 
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株式数 ＝ 

調整前 

行使価額 
－ 

調整後 

行使価額 
× 

調整前行使価額により 

当該期間内に交付された株式数 

調整後行使価額 

 

この場合、1 株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。 

(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が 1 円未満にとどま

る場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使

価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を

差し引いた額を使用する。 

(4) ①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第 2 位まで算出し、小数第 2 位を四捨五入す

る。 

②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日（但し、本項第(2)号⑤の

場合は基準日）に先立つ 45 取引日目に始まる 30 連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式

の普通取引の終値の平均値（終値のない日数を除く｡）とする。この場合、平均値の計算は、円位未満

小数第 2 位まで算出し、小数第 2 位を四捨五入する。 

③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日があ

る場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の 1 ヶ月前

の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除

した数とする。また、上記第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、

基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとす

る｡ 

(5) 上記第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予

約権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。 

①株式の併合、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。 

②その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必

要とするとき。 

③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出

にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 

(6) 行使価額の調整を行うとき（下限行使価額が調整されるときを含む。）は、当社は、調整後行使価

額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前行使

価額、調整後行使価額（調整後の下限行使価額を含む。）並びにその適用開始日その他必要な事項を書面

で通知する。但し、上記第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことがで

きない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。 

12．本新株予約権を行使することができる期間 

2021 年１月８日から 2024 年１月５日までとする。 

13．その他の本新株予約権の行使の条件 

 各本新株予約権の一部行使はできない。 
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14．本新株予約権の取得 

(1) 当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合又は当社代表取締役が決定した

場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第 273 条及び第 274 条の規定に従って 15 取引日

前までに通知をしたうえで、当社取締役会又は代表取締役が定める取得日に、本新株予約権 1 個当たり

その払込金額と同額で、本新株予約権者（当社を除く。）の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得

することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。本要

項の他のいかなる規定にもかかわらず、当社による本新株予約権者に対する本新株予約権の取得の通知

は、かかる取得に関して本新株予約権者が得たいかなる情報も、金融商品取引法第 166 条第 2 項に定め

る未公表の重要事実を構成しないよう、当社が当該取得について開示をしない限り効力を有しないもの

とする。 

(2) 当社は、当社が合併（合併により当社が消滅する場合に限る。）をする場合、株式交換若しくは株

式移転により他の会社の完全子会社となることにつき株主総会で承認決議した場合又は東京証券取引

所において当社の普通株式が上場廃止が決定された場合、会社法第 273 条の規定に従って 15 取引日前

までに通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権 1 個当たりその払込金額と同

額で、本新株予約権者（当社を除く｡）の保有する本新株予約権の全部を取得する。本要項の他のいかな

る規定にもかかわらず、当社による本新株予約権者に対する本新株予約権の取得の通知は、かかる取得

に関して本新株予約権者が得たいかなる情報も、金融商品取引法第 166 条第 2 項に定める未公表の重要

事実を構成しないよう、当社が当該取得について開示をしない限り効力を有しないものとする。 

(3) 当社は、第 12 項記載の本新株予約権を行使することができる期間の末日（休業日である場合には、

その直前営業日とする。）に、本新株予約権 1 個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者（当社を除

く｡）の保有する本新株予約権の全部を取得する。 

15．本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金 

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条の定

めるところに従って算定された資本金等増加限度額に 0.5 を乗じた金額とし、計算の結果 1 円未満の端

数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額よ

り増加する資本金の額を減じた額とする。 

16．本新株予約権の行使請求の方法 

(1) 本新株予約権を行使する場合、第 12 項記載の本新株予約権を行使することができる期間中に第 19
項記載の行使請求受付場所に対し、行使請求に必要な事項を通知するものとする。 

(2) 本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使に際して出資

される財産の価額の全額を、現金にて第 20 項に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込む

ものとする。 

(3) 本新株予約権の行使請求は、第 19 項記載の行使請求受付場所に対する行使請求に必要な全部の事

項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が前号に定める

口座に入金された日時に効力が発生する。 

17．新株予約権証券の不発行 

当社は、本新株予約権に関して、新株予約権証券を発行しない。 

18．本新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由 
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本発行要項及び割当予定先との間で締結される買取契約に定められた諸条件を考慮し、一般的な価格

算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、当社の株価、当社株式の流動性及び

株価変動性（ボラティリティ）、当社に付与されたコール・オプション、割当予定先の権利行使行動及び

割当予定先の株式保有動向等について一定の前提を置いて第三者算定機関が評価した結果を参考に、本

新株予約権 1 個の払込金額を第 8 項に記載のとおりとした。さらに、本新株予約権の行使に際して出資

される財産の価額は第 9 項に記載のとおりとした。 

19．行使請求受付場所 

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 

20．払込取扱場所 

株式会社三井住友銀行 日比谷支店 

21．新株予約権行使による株式の交付 
 

当社は、本新株予約権の行使請求の効力が生じた日の 2 銀行営業日後の日に振替株式の新規記録又は

自己株式の当社名義からの振替によって株式を交付する。 

22．社債、株式等の振替に関する法律の適用等 
 

本新株予約権は、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替新株予約権とし、その全部について

同法の規定の適用を受ける。また、本新株予約権の取扱いについては、株式会社証券保管振替機構の定

める株式等の振替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従う。 

23．振替機関の名称及び住所 

 

株式会社証券保管振替機構 

東京都中央区日本橋茅場町二丁目 1番 1号 

24．その他 

(1) 上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

(2) その他本新株予約権発行に関し必要な事項は、当社代表取締役に一任する。 

以上 

 


